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は じ め に

わが国の府省間の関係については，菅 義偉前首相による 2020 年秋の所信表
明演説において「省庁の縦割りを打破」1)することが掲げられたことから分か
るように，各省が政策の企画立案や実施に際して他府省との調整や協調に努め
ようとしないことが長らく問題視されてきた。「各省の行動基準は，結局，各
省設置法から生まれる」（村松 1994：27）とするならば，「省庁の縦割りを打
破」する方法の一つは各府省設置法，とりわけその詳細で網羅的な所掌事務規
定の在り方を再考することであろう。たしかに，2001 年の省庁再編にあたっ
て行われた各府省設置法の改正過程において「法令の構造や規定ぶり，文言の
選択などについて，相当程度標準化」（荻野 2019：155）が進んだ。しかし，依
然として各府省設置法にはかなりの数の所掌事務が列挙され，その総数は新た
な立法により増えることがあっても削減されることはほとんどない。内閣官房
内閣人事局が 2021 年度に取りまとめた「所掌事務一覧」2)は pdf ファイルで 98
頁にも上る。
原田（2020）は，戦後占領期において GHQ が逓信省設置法案（1948 年）を

⚑） https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1026shoshinhyomei.html（最終アク
セス日：2022 年⚓月 31 日（以下，同じ））
⚒） https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/satei_01_05_24.pdf
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各省設置法作成にあたっての「モデル」とするよう指示したために，各省設置
法における所掌事務規定が戦前の各省官制と比較して詳細になったことを明ら
かにした。逓信省設置法案は，大臣官房の所掌事務として 10，郵政総局の所
掌事務として 42，事務総局の所掌事務として 50，そして電気通信総局の所掌
事務として 83，合計 185 という非常に多くの所掌事務を規定しており，所掌
事務数の多さでは同時期に制定された他省の設置法を圧倒していた。法務庁
（今日の内閣法制局に相当，1948～1949 年）の法制意見第⚒局において逓信省設
置法案の審査に携わった吉國一郎は，同法案には「当たり前のことがいっぱい
書いてあるわけです。ずいぶん日本側では反対したんですけれど，書いてどこ
が悪いんだというんで書かされていまして，それがひな型になって各省設置法
ができたわけです」（網島ほか 1980：447）と述べている。
逓信省設置法案における所掌事務の詳細さは，逓信省設置法案が政府によっ
て撤回され，これに代わる法律として国会に提出され成立した電気通信省設置
法（1948 年）にも引き継がれた。逓信省秘書課長を務めた山岸重孝によれば，
電気通信省設置法の「内容は何局，何部は何をやるか，細いところまで規定し
てある，はなはだしきは物を買うことができるなんてことまで書かなければな
らない，仕事をやるには物を買うぐらい当たり前だとは思いながら，またこん
なことまで法律で定めなければならぬかと思いながら一生懸命司令部の覚書を
ほん訳して作業した，こちらが少しおかしいと思う点があっても CCS〔Civil
Communication Section，GHQ 民間通信局〕はこれでなくてはいかんと聞き入れ
てくれな」かったという（なお，〔 〕内筆者）3)。
逓信省設置法案及び電気通信省設置法の立案過程について興味深いのは，両
法案が「電気通信機構共同委員会（Joint Committee on Organization of Japanese
Telecommunication System）」という，CCS と逓信省が 1947 年⚒月に共同で設
置した会議体による研究成果に基づいていることである。1948 年⚙月に公表
された「報告書」4)は，第⚑部が緒言と第⚑～第⚓章，付録（appendix）が第⚑

⚓） 通信文化新報 1959 年⚕月 27 日⚑面。例えば，電気通信省設置法第 16 条第 18 号には施設局
の所掌事務として「電気通信設備の建設及び保存に必要な船舶及び舟艇を建造し，購入し，修
理し，及び保管すること」という規定が置かれていた。
⚔） 1947 年⚖月 17 日には「逓信省改革の大綱」であり「共同委員会の中間結論」（郵政省
1962：194）である覚書「逓信省機構改革案」が電気通信機構共同委員会によって取りまとめら
れている。これを受けて同月 19 日には CCS から三木武夫・逓信大臣らにその内容が説明され
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～第⚔，図表が⚒，第⚒部が第⚑～第⚕章，付録が第⚑～第⚔，図表が 130
と，かつては逓信省の一部局であった電気通信部局の機構改革案にしてはあま
りに膨大である。こうした大部の研究は，何らかの理論的バックグラウンドな
しには到底なしえないはずである。原田（2020）を含め戦後占領期の行政組織
史に関する先行研究（赤木 1991；岡田 1994；松戸 2004）は，逓信省設置法案や
電気通信省設置法がどのような組織論をベースとして立案されたかを論じては
いない。
そこで本稿では，各省設置法の「モデル」とされた逓信省設置法案及びその
後継法である電気通信省設置法案が，いかなる組織論を基礎としつつ「從來の
日本の行政組織とは別個な考えの下に立案」5)されたのかを考察してみたい。
具体的な論述の順序としては，まず，電気通信機構共同委員会による電気通信
機構再編に関する報告書（以下「報告書」）を繙き，「報告書」において統一さ
れた電気通信サービスを提供するために必要なピラミッド型の機能別組織の設
置が提言されたことを指摘する（＝第⚑章）。次いで，第⚓回国会に提出され
成立した電気通信省設置法（1948 年）の内容について考察し，「報告書」の内
容，とりわけそこで示されていた「ライン・オーガニゼーション」の組織編成
原理が条文に忠実に反映されたことを記述する（＝第⚒章）。
以上の考察を通じて，各省設置法立案にあたってモデルとするよう GHQか
ら示唆された逓信省設置法案及びこれの後継法である電気通信省設置法では，
本来は企業経営に適合的な「ライン・オーガニゼーション」の組織論を現業的
性格の強い電気通信省に適用した結果，詳細な所掌事務規定を置くことになっ
たことを明らかにしたい。

た（原田 2020：86）。つまり，この時点で電気通信機構共同委員会の実質的な審議は終わって
おり，その内容は逓信省設置法案に既に反映されているということができる。しかしその後，
マッカーサー書簡（1948 年⚗月 22 日，袖井 2000：106-111）において逓信省を郵政部門と電気
通信部門の「二つの agencies」に分割することが求められたため，急遽「司令部との共同委員
会を再開」（鈴木 1962a：246）し，1948 年⚙月に詳細な報告書が取りまとめられることになっ
た。
⚕） 第⚕回国会・参院内閣委員会（1949 年⚕月 21 日）における小澤佐重喜・逓信大臣答弁。
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第⚑章 電気通信機構共同委員会による「報告書｣

戦後に制定された各省設置法の多くは，先行研究（赤木 1991；岡田 1994；松
戸 2004）が指摘するように，行政調査部（1946～1948 年）・行政管理庁（1948 年
～1984 年）が各省の協力を得ながら立案し，法令審査部門の審査を経て GHQ
民政局（Government Section，GS）と折衝するという経過をḷった。しかし，
逓信省設置法案及びその後継法である電気通信省設置法は，先に述べた「報告
書」を基礎として立案された点で他省の設置法と明らかに異なっている。「は
じめに」で引用した吉國一郎は「逓信省設置法案の審議はたしか法制局ではᷮ
か二時間で終わったような記憶があります。鳥居審議室長が一切これは直せな
いということで，直せないなら翻訳だけすればいいでしょうということで，二
時間半で終わったというような記憶があります」（網島ほか 1980：429）と述べ
ており，法務庁による実質的な審査をなしえなかったことを指摘している。ま
た，電気通信省設置法案の国会審議に際しては，電気通信機構共同委員会によ
る「報告書」が議員に配布され，参照が求められている6)。
そこで本章では，電気通信省設置法のもととなった電気通信機構共同委員会
による「報告書」を繙き，「報告書」では統一された電気通信事業を行うため
に必要なピラミッド型の機能別組織が構想されたこと，加えてライン組織の階
層を追加することによって大臣官房による他局への水平的統制を排除すること
が意図されていたことを指摘したい。
なお，本章における「報告書」についての記述にあたっては，特に断らない
限りGHQ/SCAP Records（1948a）に基づいている。逓信省による「報告書」
の邦訳版も参照しているが，適宜改訳している。電気通信機構共同委員会の設
置から「報告書」の日本政府への手交に至る経緯については原田（2020）に譲
ることにする。

⚖） 例えば，第⚓回国会・参院内閣・逓信連合委員会（1948 年 11 月 27 日）では，「このこと
〔法案第⚘条において総務長官など特別な職を置くことが能率増進になるのか〕につきまして
は，お手許に差上げておりまする電氣通信機構共同委員会報告書の附録第⚑，附録第⚒の 37 ペ
ージと 50 ページ等に詳細意見は出ておるわけでございます」という鈴木恭一・政府委員の発言
がある（なお，〔 〕内筆者）。
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⑴ 「報告書」の体系及び提言された電気通信機構の特色
「報告書」の緒言は，まず電気通信機構の再建が日本の社会的及び文化的発
展にとって重要な要素であることを力説する。これに続いて，「経営のあらゆ
るレヴェルにおいて管理部門が作成した指示や政策の実行を十分確保するリー
ダーシップを確立する必要性」など，現行の電気通信システムの運営を改善す
るために考慮すべき 14 の要素を挙げている。その上で，電気通信サービスの
他に類例をみない特色として，「情報が二地点間で伝送されているときには，
伝送処理過程に関わる全ての施設・装置が同時にかつ完全に利用される」こと
を指摘している。この点において電気通信は，例えば，輸送サービスにおいて
施設・装置の一部しか利用されない鉄道輸送とは異なるという。
電気通信サービスを展開するには全国にあまねく配置される現業機関のネッ
トワークを形成し，一定の秩序と統制のもとに運用することが必要となる。こ
の特性が電気通信システムの管理，経営及び運用に最も適切と考えられる組織
を構想する上で非常に重要であるという。したがって，「報告書」が構想する
電気通信機構の組織編成原理は，「電気通信組織の特殊な要求に合致するよう
工夫されたもの」であって，他の組織に留保なく適用できるわけではない。

⑵ スタッフ組織と三つのライン組織
「報告書」は，こうした認識に基づいて電気通信事業に関しては明確に区分
された領域を担当するライン組織（line organization）を置くことを提言する。
これに加えて，日常的な業務の細部に関して共通あるいは密接に関係するスタ
ッフ機能を有する組織（functional staff group）を組織の長のもとに設置する必
要があることを求めている。例えば，総務長官は次官の，また各局長は総務長
官のスタッフとして位置づけられる。
このうちライン組織は，機能ごとに⒜「施設（plant）」，⒝「業務（busi-
ness operation）」及び⒞「事務（service）」の三つに区分される。「報告書」
は，電気通信の諸機能を論理的に分ける区分はこの三区分をおいて「他にはな
い」と断言する。三つのライン組織のうち⒜の施設局は電気通信サービスに必
要となる施設の設計，建設及び保守並びにその要員の研修を担う。また，⒝の
業務局は回線の接続，利用者との契約交渉や料金徴収を行う。さらに，⒞の事
務局の業務内容は会計，監査及び労務管理となる。逓信省時代の電気通信部局
は，電話を例に取るならば，市内電話，市外電話及び国際電話といった電気通

立教法学 第 107 号（2022)

186



信サービスの種類別に編成されてきた。しかし，「報告書」はこれを施設，事
業及び事務という機能ごとに再編成することを提言している。これに応じて，
地方機関も三つの機能ごとに編成される。

⑶ スタッフ組織による各部局の総括管理に対する挑戦
この構想を図示したのが「報告書」の第⚑部に付せられた図表である（図表

⚑）。上述した施設，業務及び事務の三機能に対応して三つの「総局（depart-
ment）」が置かれ，この三つの各総局のもとに 11 の「局（bureau）」（施設，
保全，建設，資材，伝送，営業，計画，市場調査，会計・財務，研修及び労務・職
員）が設置されることになっている。その上で，施設と業務の計八つのライン
組織が本省を含めれば五つの階層（管理局，50 以上の地方支部，200 程度の地方
支所及び 8000 以上の現業局）において系統的に整備される。これは「広く産業
組織において用いられているピラミッド型の組織機構」が有する合理性への信
頼をもとに，電気通信機構においてライン機構を機能別に本省から現業機関の
末端まで貫徹させようとするものであり，「ラインとスタフを分離したトップ
マネーヂメント方式」（山下 1957：45）ということができる。
この組織図において明らかになる電気通信省の組織編成の特徴は，次官に加
えて総務長官を置くという「上位階層に厚い（top heavy）」組織となっている
ことである。しかし，「報告書」は，次官が他省あるいは政治家との関係を処
理するのに手一杯となるため，対内的な関係を処理する総務長官の設置が必要
であると述べている。また興味深いのは総局を設置すべきとする理由である。
報告書は，「現在の機構の根本的欠陥の一つは，スタッフ機能を有する部門を
適切に形成していないためにピラミッド型の管理機能を行使していないことで
ある。その結果，一人の長官のもとに相互に独立して活動する数多くの局長・
課長が存在することになる。…このことから生じる悪弊の一つは，同等の地位
にある複数の部門のうちの一つ（通常は財源を統制する会計課）に権限を委譲
する傾向が生じる…。このことは複数の省において大臣官房が他局に行使する
権限によって十分例証される」と述べている。
折しも，行政機構の再編を行うために設置された戦後初めての審議会である
臨時行政機構改革審議会が，各省の設置法において「総務局」構想を排した上
で経済安定本部など他組織との連絡機能や企画機能を大臣官房に集約し，その
機能を強化することを議論していた（牧原 1996：467-468）7)。今日でも「日本
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の行政機関の単位組織は，上級機関の直接の指揮監督に服しているというより
も，むしろこれに代えて官房系統組織の濃密な統制に服しているようにみえ
る」（西尾 2001：186）と指摘されるところである。したがって，「報告書」に
おける電気通信機構改革案は，CCS からすれば「不自然（unnatural）」に見
える，大臣官房をはじめとするスタッフ系統部局によるライン部局の「統括管
理」（西尾 2001）に対する挑戦だったのである。

以上，本章では，電気通信機構共同委員会が 1948 年⚙月に取りまとめた
「報告書」を繙き，統一された電気通信サービスを提供するために必要なピラ
ミッド型の機能別組織が構想されたこと，そしてそこにはライン組織の階層を
追加することによって大臣官房による他局への水平的統制を排除しようとする
意図があったことを指摘した。

⚗） 臨時行政機構改革審議会「最終報告」（国立公文書館所蔵・行政管理庁長官「臨時行政機構
改革審議会最終報告及び勧告書（仮刷）送付について」1948 年⚘月 10 日，国立公文書館資料
請求番号：昭 57 総 00026100）では，例えば商工省の内部機構に関して「総務局の名称を適当
な他の名称に改め，官房的事務を大臣官房に移す」ことが提言されている。
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出典：GHQ/SCAP Records（1948a）を一部修正



第⚒章 電気通信省設置法における内部部局と所掌事務規定

電気通信省設置法の立案作業は，「マッカーサー書簡」を受けて郵政省とは
別に電気通信省を新設することを求めた，電気通信事業に関する「日本政府に
対する覚書」（GHQ/SCAP Records 1948a，郵政省 1961：199-200，1948 年⚙月⚙
日）が日本政府に提示されたことから本格化する。当該覚書には前章で詳述し
た「報告書」に加え，新設される電気通信省の組織図が添付されていた。これ
を受けて⚙月 21 日には「逓信省機構再編成の基本方針」が閣議決定され，「逓
信省の業務を二分して，郵便，貯金，保険の各事業を以て郵政省（仮称）を，
電信，電話事業を以て電気通信省（仮称）を新設する」8)ことになった。
この間，CCS と電気通信省設置法案の内容を詰める作業を行っていたのは
山下知二郎・逓信省電気通信監であった。山下によれば，「司令部の連中も協
力的でしたがわたくしとしては司令部の側でいろいろ注文をするので機構がふ
くれる。この機構の拡大ということを抑えることに…苦労をしました」9)という。
そこで本章では，1948 年の第⚓回国会において可決・成立した電気通信省
設置法の制定内容を取り上げ，「報告書」において示されたピラミッド型の機
能別組織の発想を忠実に反映した電気通信機構が法文化され，これに対応した
数多くの部局と詳細な所掌事務規定が置かれたことを記述する。

⑴ 電気通信省設置法における内部部局：総局レヴェル
電気通信省設置法は，上述した閣議決定「逓信省機構再編成の基本方針」を
受けて他省の設置法に先駆けて第⚓回国会に提出される運びとなった。図表⚒
は逓信省時代から電気通信省の一部改正（1949 年）に至るまでの電気通信機構
の内部部局数の変遷を示している。
電気通信省設置法における内部部局の一つ目の特徴は，逓信省設置法案では

⚘） 国立公文書館に「秘」と押印された 1948 年⚘月 18 日付の上記閣議決定文書の原案が残され
ていることからすれば（請求番号：平 14 内閣 00044100），逓信省を郵政省と電気通信省に分割
するという二省分離は⚙月⚙日に覚書が出される前から既定方針となっていたことが分かる。
行政整理が叫ばれる中で二つの省を新設する方針が閣議決定されるに至ったのは，逓信省次官
であった鈴木恭一のイニシアティブが大きい（鈴木 1962a）。
⚙） 通信文化新報 1959 年⚕月⚖日⚑面。
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局の上に大臣官房及び三つの「総局」（郵政，事務及び電気通信）を置くことに
なっていたことを踏襲して，「報告書」に示されていた三つの機能（施設，事
業及び事務）に即した組織編成を採用したことである。具体的には，逓信省設
置法案のごとき総局制は採用されなかったものの，次官のもとに「各部門…を
統轄し，その業務を執行する職責を有する」総務長官が置かれるとともに，
「総務長官を助け，うち一人は業務部門の，他の一人は施設部門の各部局を統
轄し，その業務を執行する職責を有する」⚒名の理事が置かれた（第⚘条）。
しかし，総務長官規定を残すかどうかについては CCS，GS 及び衆院・内閣委
員会委員長らとの調整が難航し，その決着は衆議院・参議院で電気通信省設置
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図表⚒ 電気通信省（部門）の内部組織の変遷

総局等 局 部

逓信省
（1948 年当時)

1

電気通信監

7

（郵務，貯金，簡易保
険，）大臣官房，資材，
電波，工務，電務，労
務，総務

1

営繕

逓信省設置法案
（1948 年)

3

（郵政，）大臣官房，
電気通信，事務

6

（郵政監察，郵務，貯
金，簡易保険，）業務，
施設，経理，資材，職
員，営繕

0

電気通信省設置
法（1948 年)

3

総務長官，理事⚒

12

大臣官房，総務長官官
房，周知調査局，計画
局，営業局，運用局，施
設局，建設局，保全局，
資材局，人事局，経理
局

2

国際通信部，建築部
（＋⚕部）

電気通信省設置
法（1949 年)

1

電気通信監

4

大臣官房，業務局，施
設局，経理局

11

人事部，周知調査
部，計画部，営業部，
運用部，国際通信
部，施設部，建設部，
保全部，資材部，建
築部

出典：筆者作成。なお，（ ）は郵政部門を示している



法が可決される前日である 11 月 29 日午後までずれ込んでいる（GHQ/SCAP
Records 1948b）。
総務長官は 1949 年の電気通信省設置法の一部改正により「電気通信監」と
されたが，その目指すところは 1948 年の電気通信省設置法と同じであった。
すなわち…「大臣，次官が政治的活動を主とするのに対して，〔総務長官に代わ
って置かれる〕電気通信監は政治に煩わされず恒久的な事業運営の責任を執る
もの」とされた。電気通信監という職の新設は「今回の機構における特色」
（電気通信省施設局 1949：7，なお，〔 〕内筆者）の一つということができる。

⑵ 電気通信省設置法における内部部局：局レヴェル
電気通信省設置法の第⚒の特徴は，同法第⚗条において「（業務部門）」，

「（施設部門）」及び「（事務部門）」という表記のもとにそれぞれ⚒～⚕の部局
が配置されたことである10)。しかも，図表⚒から分かる通り，逓信省設置法
案と比べて電気通信省設置法では設置される内部部局数が増加している。電気
通信省設置法における内部部局は，他省のように新たな政策を企画・立案する
組織単位というよりは，むしろ「事業本来の性格と使命に即応する」（郵政省
1962：223）組織単位として設計された。この認識を裏付けるのが，第⚓回国
会・参院内閣・逓信連合委員会（1948 年 11 月 27 日）における山下知二郎・政
府委員の答弁である。

「一見しまして，局の数が確かに多いように考えられますが，実を申します
と，ここに挙げております局というのは，大体行政機構で考えられておるよう
な或る仕事を拡大するような局という意味ではございませんで，実際の仕事に
ついて責任を取得する，そのグループを一つずつの局にいたしたのでございま
す」。

電気通信省設置法の制定過程及び制定内容に言及される場合にしばしば登場
する概念が「ライン・オーガニゼーション」である。これは，電気通信省によ

10） 佐藤（1949：418）は，総局レヴェルの内部部局に関する「報告書」と電気通信省設置法の
異同について「メモランダムにおいては，業務，施設，事務の⚓総局が置かれていたのを，業
務部門，設施

（ママ）
部門，事務部門という分類に止め」ただけの違いであると述べている。
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れば，「事業内部の各部門別にその権限と責任と機能とを明確に規定し，精密
な事務処理方法を定めて，本省から現場までの各段階を系統別に運用し，各部
門別に事業運営の筋をとおすこと」（電気通信省施設局 1949：8）と定義され
ている。ここでいうライン・オーガニゼーションは二つの管理（manage-
ment）を包含する。その一つが「事業の基本管理（administrative manage-
ment）」であり，もう一つが「直接の事務連絡（technical management）」で
あるという。「事業の基本管理」とは，組織における指揮命令の一元化や規律
の維持に関わる管理であり，本省の局長からそれ以下の後述する⚔層の地方機
関の各長に至る。また，「直接の事務連絡」とは，日常的な事項の処理や「事
業の基本管理」を補完するための管理であり，本省各局の各課長から当該課長
と同一系統である⚔層の地方機関の各課長に至る。したがって，「ライン・オ
ーガニゼーション」は職能別組織としての側面も有している。
「ライン・オーガニゼーション」を中心とする内部組織編成は第一線の現場
まで徹底された。まず，第 26 条第⚑項において，本省より下に⚔階層の「地
方電気通信局，地方電気通信部，地方電気通信管理所，地方電気通信取扱局」
という「地方機関」が置かれた。これは国家行政組織法第 21 条11)が現業の行
政機関に対してのみ許容していた例外的取り扱いである。したがって，電気通
信機構の階層については，逓信省時代の本省・通信局・現業局の⚓層から本
省・通信局・通信部・管理所・取扱局の⚕層へと⚒層が追加されたことにな
る。その上で，「地方電気通信局は第七条第一項に掲げる各部局…の事務の一
部を，地方電気通信部は地方電気通信局の事務の一部を，地方電気通信管理所
は地方電気通信部の事務の一部を，地方電気通信取扱局は地方電気通信管理所
の事務の一部をそれぞれ分掌する」（同条第⚒項）及び「地方機関の内部組織
は，第七条第一項に掲げる部局に応ずることを原則とする」として，ライン・
オーガニゼーションの原理を明示している（第 28 条）。
しかし，電気通信省設置法では⚓系統が個々に独立して活動することを意図
しているのではなく，各系統間の関係の規律を合理化することによって電気通
信機構全体の能率を上げることが目指されている。したがって，電気通信省大

11）「現業の行政機関については，特に法律の定めるところにより，第⚗条〔行政機関の所掌事
務を分掌させる必要がある場合には地方支分部局を置くことができる〕…の規定にかかわらず，
別段の定めをすることができる」（なお，〔 〕内筆者）。
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臣官房審議室長を務めた鳥居 博によれば「実は各系統間の協力の規律こそが
line organization の生命なのである。この協力が行われる場所が〔図表⚑に示
した〕各段階」（鳥居 1949：10，なお〔 〕内筆者）であり，これを担うのが上で
述べた地方機関の各階層の長だということになる。

⑶ 横割り部局による事業部局への水平的統制の排除
そして電気通信省設置法の第⚓の特徴は，電気通信機構共同委員会の提言を
反映して，「ライン・オーガニゼーション」を中心とする内部組織編成にあた
り大臣官房等の横割り部局による他局への水平的統制を排除したことである。
鳥居（1949：9）によれば，当時の「一流企業体では，その機構を企画機関，
実施機関及び協力機関に大別するのが普通である」。電気通信省でいえば，業
務部門及び施設部門が「実施機関」，事務部門が「協力機関」にあたる。施設
部門を例に取るならば，「実施機関」はさらに，「企画機関」である施設局，
「実施機関」である建設局，保全局及び建設部及び「協力機関」である資材局
及び総務室に区分される。しかし，「今日の日本の状態では企画機関を独立さ
せれば必ず旧企画院的な存在となって他の機関を支配する様になり，全機構の
バランスを破ってしまうのは必然」である。そのため，電気通信省設置法の総
局レヴェルでは「企画機関を特に独立させることは止めた」と述べている。
また，電気通信省施設局が発行した「電気通信年鑑」も，鳥居のいう実施機
関を事業本来の目的を執行する「ライン・グループ」，鳥居のいう協力機関を
実施機関の事務の遂行を助力する「サービス・グループ」と表現した上で，以
下の通り両者の地位に「高下」はないことを強調している 経理局による
「予算統制」が「ややもすれば各部門のそれぞれの事業執行責任を明確にする
ことを忘れて徒らに会計事務者の数字上の調整或は観念的な企画を以って事業
全体の総合計画とするの弊に陥り易い。のみならず予算使用の承認に当っては
当事者の各人に日参して折衝し必らず査定を受ける等，事務の進行に重圧を加
えて停滞させ，事業運営のネックをなすに至る…。これらの点は CCS の終始
強調したところであり，従って電気通信省設置法を貫いて流れる指導原理の一
となっている」（電気通信省施設局 1949：12）。

⑷ 公企業論からみた電気通信省設置法
そもそも電気通信省において他省に見られぬ独自の組織編成方式がなぜ採用
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されたのであろうか？ 「報告書」はこれを明示的に述べてはいないが，CCS
と行政管理庁とのやりとりからは，電気通信省の組織編成案の出自がアメリカ
の民間通信会社であると推察できる。CCS と大野木克彦・行政管理庁次長と
の会談（1948 年 11 月⚔日）では，役人に高次の職位を追加する組織といった
印象を与える現行案よりは，むしろ総局を局に，また局を部に置き換える（少
なくとも名称をそうする）ほうが国会を通過しやすいと主張した大野木に対し
て，オハイオ・ベルの社長を務めた経験を持つアレン（A.J.Allen，鈴木
1962b：461）が「民間企業組織では提案されたレヴェルの管理者が必要なの
だ」（GHQ/SCAP Records 1948c）と反論している。また，電気通信省大臣官
房審議室長を務めた大泉周蔵は，第⚑章で述べた本省を含む⚕段階の地方組織
について「米国のATT会社のライン組織（Line Organization）の例に倣」っ
たものであると述べている（大泉 1981：37）。さらに，鈴木（1986：170）も
「共同委員会の民間通信局からの構成員の民間歴等から，ベル・システムと呼
ばれる米国電話電信会社（ATT）の組織が念頭におかれていることは想像に
難くな」いとしている。
戦前から公企業研究に携わった蠟山政道は，1949 年に公表した論稿「日本
公企業の民主化問題」の中で「逓信行政の機構改革における基本問題」を取り
上げた（蠟山 1949）。蠟山は，電気通信省設置法に関して「本省と地方下部組
織との関係は，いわゆる系列組織（Line Organization）に従って，垂直的に一
貫的系列を保っている。勿論この系列組織は本省並びに各地方機関の内部組織
が機能的な横断的統合を保っているので，両者相俟って全体としての電気通信
行政の総合的一体化を確保しようとしている。この意味において，この省の組
織は，最も進歩した合理的な組織原理を採用したものといいうるだろう」と肯
定的に論じている。蠟山の目には，電気通信省の設置が「国有鉄道，専売公社
の公共企業体化と共に，我国公企業の上に行われた画期的な機構改革」と映っ
たようである12)。

12） 戦後直後の逓信院時代には電気通信部門を民営化する案が構想されたり（中村 1962：459），
その後もGSのハッシー（A. Hussey）から公社化の案が提示されたりした（天川 2014：263）。
しかし，鉄道や専売事業（𩵋住 2009：222）とは対照的に電気通信部門は「マッカーサー書簡」
により公社化の対象から除外された。その後のἙ田内閣・吉田内閣による行政整理においても
電気通信省の公社化は実現されなかった。披見した GHQ の文書ではこの理由に言及する文書
は存在しない。しかし，鈴木恭一は「電気通信事業についてCCS 関係者は公社形態に賛成であ
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⑸ 電通信省設置法における各局の所掌事務
⑴～⑷で述べた内部部局の垂直的・水平的拡大に対応して，電気通信省の各
部局の所掌事務数にも CCS の意向を踏まえた変化がみられた。国立公文書館
には，複数の電気通信省設置法の草案が保管されている（請求番号：平 14 法制
00238100）。このうち 1948 年 11 月 17 日の草案には「鉛筆で修正した部分は
CCS の要求による修正を加えたものを示す」との書き込みがある。また，11
月 18 日の草案には「一一・一七の印刷のものにCCS の要求による修正を加え
たもの」との書き込みがある。CCS による法案に対する加筆・修正は多岐に
渡るが，特に大臣官房及び総務長官官房を除く 10 局については相当数の加
筆・修正がなされている。したがって，11 月 13 日の電気通信省設置法の閣議
決定後に CCS からのかなりの修正がなされ，これが法案に忠実に反映された
ということができる。
その結果，電気通信省設置法の所掌事務は総計で 148 に上った。これは逓信
省設置法案における郵政総局を除いた⚓総局（大臣官房，電気通信総局及び事務
総局）の所掌事務数である 143 を上回る。

⑹ 法文上には表れない部とその所掌事務
電気通信省の部局及びその所掌事務を論じる上で看過できないのは，電気通
信省に置かれる「局には，国家行政組織法第 21 条の規定により，必要な部を
置くことができる」と規定する電気通信省設置法第⚗条第⚒項の規定である。
第⚓回国会・参院内閣・逓信連合委員会（1948 年 11 月 24 日）において，国家
行政組織法第 21 条は現業の行政機関に無限定に部を設置することを許容する
わけではなく，電気通信省設置法第⚗条第⚒項の規定内容は国家行政組織法の
趣旨にそぐわないと批判されることになった。これに対する政府側（鳥居 博・
政府委員）の弁明を，少々長くなるが引用しておきたい：

「部の所掌事務の規定の仕方でございますが，私共も最初は…各局の所掌事務
の中で何号から何号まではどの部，何号から何号まではどの部と，こういうふ

ったと思うが，GHQでは国営が便利だと考えた，それはネ，進駐軍は日本の電気通信を極度に
利用しておったのです。したがって日本政府に命令さえすれば何でも通じるという状態にして
おかなければならない，そのためには国営にしておいたほうがよい」（通信文化新報，1959 年
⚕月⚖日⚑面）と述べている。
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うにしてできるのではないかと考えておりまして，その案も一應用意いたした
のでございますが，関係方面におきまして，そのような漠然たる規定の仕方で
は困るのだ，今一番この法案で大事なことは，所掌事務の決め方につきまして，
一層の注意を拂いました点は二つございまして，一つは，各一つの仕事の性質
に基きまして，同じ仕事については現場から，現業から本省の最高監理段階ま
で，縦割りの一つの線を通して行くということが一つでございます。もう一つ
は，そういうふうに縦割りに全部してしまいますと，各系統間の連絡というも
のが非常に疎遠になりまして，セクシヨナリズムの傾向が強く出て來るのでは
ないか。こういうことからいたしまして，そういうことが起りませんように，
今度は各段階ごとに，各部局間の連絡の仕方，協力の仕方，こういうものをは
つきり法規によつて規定いたしまして，お互の部局がほしいままに，自分の権
限を主張するということがないようにして行く，これが今度の所掌事務の決め
方の中心をなしておる思想でございます。從いまして，そういう立場から参り
ますと，部を法律に規定するならば，同一局内の部間の連絡，或いは相互の関
係，こういうものも法規によつて明かにして行かなければ，関係方面としては
困るのであるという主張が非常に強く出て参ります。それまで入れて参ります
と，厖大な法案になりまして…，現在の形〔部の所掌事務を政令に委任する〕
に押付けたわけでございます」。

この答弁から垣間見えるのは，企業的経営が求められる電気通信省をピラミ
ッド型の機能別組織に再編しその運用を全うするためには，所掌事務規定が本
省から現場の第一線まで通貫する，しかも部局間の連携・協力方法まで含んだ
詳細なものでなければならないというCCSの考えである。
結果として，電気通信省設置法の内部部局規定には明示されない部が残るこ
とになった。翌日の参院内閣・逓信連合委員会（1948 年 11 月 25 日）における
政府側の答弁によれば，部の名称及び所掌事務が規定されている建築部及び国
際通信部のほかに，施設局に⚑部，建設局に⚑部，保全局に⚒部，人事局に⚑
部の計⚕部の政令設置が予定されていたという（参照，図表⚒の「＋⚕部」）。

以上，本章では，1948 年の第⚓回国会において可決・成立した電気通信省
設置法の制定内容を取り上げ，「報告書」において示されたピラミッド型の機
能別組織の発想を忠実に反映した電気通信機構が法文化され，これに対応して
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数多くの部局と詳細な所掌事務が規定されたことを記述した。1948 年⚘月 22
日の会議において GS から「今後の各省設置法立案にあたってのモデルとせ
よ」と示唆された逓信省設置法案及びこれの後継法である電気通信省設置法に
おける所掌事務規定の詳細さは，本来は現業官庁の企業的経営に適合的な「ラ
イン・オーガニゼーション」の組織論の要請に対応したものだったのである。
なお，1945 年⚘月の終戦時には逓信院であった電気通信機構は，1946 年⚗
月には逓信省に衣替えし，1948 年 11 月には二省分離により逓信省に代わって
電気通信省が設置されることに決定されるなど占領期に⚒度の機構改革を経験
した。1949 年には第⚓次吉田内閣による行政整理のかけ声のもと⚓度目の機
構改革が行われることになった。具体的には，電気通信省設置法の施行が⚔月
⚑日から⚖月⚑日に延期された。また，CCS の反対（GHQ/SCAP Records
1949）にもかかわらず，総務長官を電気通信監とし⚒名の理事を廃するととも
に多くの局を部に格下げすることにより本省組織が一段圧縮された（図表⚒）。
しかし，この機構改革によっても本章で詳述したプラミッド型の機能別組織と
いう組織原理には基本的には変更がなかった。

お わ り に

本稿では，CCS と逓信省が共同して設置した「電気通信機構共同委員会」
による電気通信機構再編に関する「報告書」を繙き，当該報告書において統一
された電気通信サービスを提供するために必要なピラミッド型の機能別組織の
設置が提言されたことを指摘した。次いで，第⚓回国会に提出され可決された
電気通信省設置法では，「報告書」を踏まえ，本来は企業的経営に適合的な組
織編成原理である「ライン・オーガニゼーション」の組織論に基づいたピラミ
ッド型の機能別組織が採用されたこと，及びこの機能別組織を適切に運用する
ために所掌事務規定が各部局から現場の第一線まで通貫する，しかも部局間の
連携・協力方法まで含んだ詳細なものになったことを明らかにした。GHQ が
各省設置法作成にあたってモデルとして参照するよう指示したのは，まさにこ
うした特異性を備えた電気通信省設置法であった。
したがって，「国家行政組織法の施行にあわせていっせいに制定された各省
庁設置法は，戦前来の各省官制を原型として基本的にそのスタイルを継承して
おり，いぜんとして官制の法律化にとどまるものでしかなかった」（今村
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2006：56）という通説的見解は，少なくとも電気通信省には妥当しないといえ
よう。
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